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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの医療処置ユニットと、少なくとも２つの周辺デバイスとを具備する装
置において、
　前記少なくとも２つの医療処置ユニットのうちの１つの医療処置ユニット（１）が、患
者に対して割り当てられることになり、前記少なくとも２つの周辺デバイスのうちの１つ
の周辺デバイス（５）が、前記患者に対して割り当てられることになる前記医療処置ユニ
ットに対して割り当てられることになり、前記周辺デバイスは、前記患者に対して割り当
てられることになり、
　前記周辺デバイスと前記処置ユニットは、
　患者に対して前記処置ユニットを割り当てる手段（３，４）と、
　前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てる手段（７，１０，１４，１６
）と、
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）と、
　前記周辺デバイスが割り当てられている患者が、前記周辺デバイスの割り当てられてい
る前記処置ユニットが割り当てられている患者であることを肯定応答する手段（１９）と
、
　前記周辺デバイスと前記患者との正しい割り当てが肯定応答されたという条件において
のみ、前記周辺デバイスをリリースする手段（１７）と
を備えることを特徴とし、
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　前記患者に対して前記処置ユニットを割り当てる手段（３，４）は、前記医療処置ユニ
ットに対して前記患者を接続するためのチューブおよび／またはラインのシステムを含む
装置。
【請求項２】
　前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てる手段は、前記周辺デバイスの
識別用のアドレスを前記医療処置ユニットに送る手段（７）と、前記処置ユニットによっ
て、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信する手段（１０）とを含むことを特徴と
する、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記処置ユニットに対して周辺デバイスを割り当てる手段は、周辺デバイスを収容する
手段（１４）と、前記周辺デバイスを収容する手段中に収容されている周辺デバイスを検
出する手段（１６）とを含むことを特徴とする、請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、その中に周辺デバイスが置かれる収容ユ
ニットであることを特徴とする、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、前記周辺デバイスの電力供給用のバッテ
リ（８）を充電する手段（１５）を含むことを特徴とする、請求項３または４記載の装置
。
【請求項６】
　前記周辺デバイスの検出後に、前記周辺デバイス（５）が、識別用のアドレスを前記処
置ユニットに送り、前記処置ユニット（１）が、前記周辺デバイスの前記識別用のアドレ
スを受信するように、
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）と、前記周辺デバイスを収容する手段中に収
容されている周辺デバイスを検出する手段（１６）とは、前記周辺デバイスの前記識別用
のアドレスを前記医療処置ユニットに送る手段（７）と、前記処置ユニットによって、前
記周辺デバイスの前記識別用のアドレスを受信する手段（１０）とともに協働することを
特徴とする、請求項３ないし５のいずれか１項記載の装置。
【請求項７】
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段は、前記患者に対し
て前記周辺デバイスがうまく割り当てられた後に、前記医療処置ユニットに対して信号を
送る手段（７）と、前記処置ユニットによって、前記信号を受信する手段（１０）とを含
むことを特徴とする、請求項１ないし６のいずれか１項記載の装置。
【請求項８】
　前記送受信手段（７，１０）は、信号をワイヤレス伝送する手段を含むことを特徴とす
る、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記送受信手段（７，１０）は、無線送信機と無線受信機とを含むことを特徴とする、
請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、前記周
辺デバイスが、前記患者を監視するための患者特有の信号を受信しているか否かをチェッ
クする手段を含み、これによって、患者特有のデータが受信されたときに、前記周辺デバ
イスが前記患者に対してうまく割り当てられていると決定されることを特徴とする、請求
項１ないし９のいずれか１項記載の装置。
【請求項１１】
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、前記患
者特有のデータが受信されたときに、予め設定された時間間隔内に前記患者に対して前記
周辺デバイスが割り当てられているときにだけ、前記周辺デバイスと患者とがうまく割り
当てられていると決定されるように、前記周辺デバイスを収容する手段（１４）から前記
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周辺デバイスが取り除かれた後の時間を測定する手段（１８）とともに協働することを特
徴とする、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、前記周
辺デバイスと前記患者の割り当てが発生しなければならない予め設定された時間間隔中の
残り時間を表示する手段（１３）とともに協働することを特徴とする、請求項１１記載の
装置。
【請求項１３】
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、光学お
よび／または音響信号を出力する手段（１２）とともに協働し、
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）から前記周辺デバイスが取り除かれた後、予
め設定された時間間隔内に、前記周辺デバイス（５）が処置ユニット（１）に対してうま
く割り当てられなかった場合に、光学および／または音響信号が出力されるように、前記
手段が設計されていることを特徴とする、請求項１１または１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記患者と前記処置ユニットとの割り当てを肯定応答する手段（１９）が、マニュアル
入力手段を含むことを特徴とする、請求項１ないし１３のいずれか１項記載の装置。
【請求項１５】
　前記処置ユニット（１）は、体外の血液循環路を備える血液処理装置であることを特徴
とする、請求項１ないし１４のいずれか１項記載の装置。
【請求項１６】
　前記周辺デバイス（５）は、患者の生理学的データを測定する少なくとも１つのセンサ
ー（６）を備えることを特徴とする、請求項１ないし１５のいずれか１項記載の装置。
【請求項１７】
　請求項１ないし１６のいずれか１項記載の装置において使用する処置ユニットにおいて
、
　前記患者に対して前記処置ユニットを割り当てる手段（３，４）を具備し、
　前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てることができ、患者に対する前
記周辺デバイスの割り当てをチェックすることができるように、前記処置ユニットが設計
されており、これによって、前記周辺デバイスが割り当てられている患者が、前記周辺デ
バイスの割り当てられている前記処置ユニットが割り当てられている患者であることを肯
定応答することができ、前記周辺デバイスと前記患者との正しい割り当てが肯定応答され
たという条件においてのみ、前記周辺デバイスがリリースされることを特徴とし、
　前記患者に対して前記処置ユニットを割り当てる手段（３，４）は、前記医療処置ユニ
ットに対して前記患者を接続するためのチューブおよび／またはラインのシステムを含む
処置ユニット。
【請求項１８】
　前記処置ユニットは、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信する手段（１０）を
有することを特徴とする、請求項１７記載の処置ユニット。
【請求項１９】
　前記処置ユニットは、周辺デバイスを収容する手段（１４）と、前記周辺デバイスを収
容する手段中に収容されている周辺デバイスを検出する手段（１６）とを有することを特
徴とする、請求項１７または１８記載の処置ユニット。
【請求項２０】
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、その中に周辺デバイスが置かれる収容ユ
ニットであることを特徴とする、請求項１９記載の処置ユニット。
【請求項２１】
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、前記周辺デバイスの電力供給用のバッテ
リ（８）を充電する手段（１５）を含むことを特徴とする、請求項１９または２０記載の
処置ユニット。
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【請求項２２】
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）中に収容されている周辺デバイスを検出した
後に、前記処置ユニットが、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信するように、前
記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信する手段（１０）が設計されていることを特徴
とする、請求項１８ないし２１のいずれか１項記載の処置ユニット。
【請求項２３】
　受信手段（１０）は、信号をワイヤレス伝送する手段を含むことを特徴とする、請求項
１８ないし２１のいずれか１項記載の処置ユニット。
【請求項２４】
　前記受信手段（１０）は、無線受信機を含むことを特徴とする、請求項２３記載の処置
ユニット。
【請求項２５】
　前記処置ユニットは、前記周辺デバイスが取り除かれた後の時間を測定する手段（１８
）を有し、患者特有のデータが受信されたとき、予め設定された時間間隔内に、前記患者
に対して前記周辺デバイスが割り当てられているときにだけ、前記周辺デバイスと患者と
がうまく割り当てられていると決定されるように、前記手段が前記周辺デバイスを収容す
る手段（１４）とともに協働することを特徴とする、請求項１９ないし２４のいずれか１
項記載の処置ユニット。
【請求項２６】
　前記処置ユニットは、前記周辺デバイスと前記患者との割り当てが発生しなければなら
ない予め設定された時間間隔中の残り時間を表示する手段（１３）を有することを特徴と
する、請求項２５記載の処置ユニット。
【請求項２７】
　前記処置ユニットは、光学および／または音響信号を出力する手段（１２）を有し、
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）から前記周辺デバイスが取り除かれた後、予
め設定された時間間隔内に、前記周辺デバイス（５）が処置ユニット（１）にうまく割り
当てられなかった場合、光学および／または音響信号が出力されるように、前記手段が設
計されていることを特徴とする、請求項２５または２６記載の処置ユニット。
【請求項２８】
　前記処置ユニット（１）は、体外の血液循環路を備える血液処理装置であることを特徴
とする、請求項１７ないし２７のいずれか１項記載の処置ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも２つの医療処置ユニットと、少なくとも２つの周辺デバイスとを
具備する装置に関連し、より詳細には、少なくとも２つの医療処置ユニットのうちの１つ
の医療処置ユニットと、少なくとも２つの周辺デバイスのうちの１つの周辺デバイスとが
、患者に割り当てられることになり、患者に割り当てられることになるこの周辺デバイス
は、患者に割り当てられることになるこの医療処置ユニットに割り当てられることになる
。さらに、本発明は、このような装置において使用するための周辺デバイスと処置ユニッ
トとに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　医療技術において、それに対して患者が接続されているか、または、それが患者に対し
て接続されている、さまざまな処置ユニットが、患者の処置用に使用される。患者と機械
との間の接続は、一般的に、チューブおよび／またはラインを介して発生する。知られて
いる処置ユニットは、例えば、体外の血液循環路を備える透析機械を含む。
【０００３】
　１つ以上の周辺デバイスとともに医療処置ユニットを動作させることが知られている。
このようなサテライトは、例えば、確認されている患者特有のデータが処置ユニットに送
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信されている、処置の間に、患者を監視する働きをする。
【０００４】
　透析の間に、例えば、透析患者の生理学的データが、さまざまなセンサーで検出される
。患者と透析機械との間の接続を確実にする試みが行われ、周辺デバイスは、体外血液循
環路に必要な血液チューブと、他の、なるべく少ない数のラインとだけからなる。
【０００５】
　チューブを介した、処置ユニットと患者の間の固定の接続が存在するが、周辺デバイス
と処置ユニットの間のデータ送信は、例えば、無線または光信号によって、ワイヤレスで
発生するかもしれない。結果として、動作は、固定の接続に基づいて、処置ユニットと患
者との間の割り当てを即座に検出することができるが、周辺デバイスと処置ユニットとの
間の割り当てを、即座に検出することはできない。
【０００６】
　複数の処置ユニットと周辺デバイスが、処置エリアで一緒に動作される場合、それぞれ
のケースにおいて、１つの処置ユニットと１つの周辺デバイスとを、患者に対して割り当
てして、それぞれの処置ユニットに対する、それぞれの周辺デバイスからの接続を生成さ
せることが必要である。
【０００７】
　一方での周辺デバイスおよび処置ユニットと、他方での周辺デバイスおよび処置ユニッ
トとの間の不正な割り当ては、極端なケースでは、処置の間に、命にかかわる問題をもた
らしかねない。このことは、ケーブルレス接続のせいで、不正な割り当てが即座に検出さ
れないときに、特に問題となる。
【０００８】
　互いに接続している複数のデバイスが同時に動作している場合、使用は、いわゆる識別
子（ＩＤ）信号で一般的に行われ、ＩＤ信号で、１つのサテライトの信号、または、他の
サテライトの信号が受け取られているか否かを検出することができる。例えば、米国特許
第６，３３２，０９４ Ｂ１は、脈拍計を説明し、脈拍計は、受信機に、脈拍信号を識別
信号とともにワイヤレスで送信する。
【０００９】
　ＷＯ ２００４/０５６２６３ Ａ１は、複数の周辺デバイスと、複数の処置ユニットと
の間の信号のワイヤレス伝送のための方法を説明する。処置ユニットに割り当てられてい
るのは、複数の受信機であり、これは、周辺デバイスの信号を受信する。周辺デバイスの
信号を受信する受信機の準備が整うことは、周辺デバイスが受信機に通知するという事実
によって生成される。受信の準備が整っている状態においてだけ、受信機が周辺デバイス
の信号を変換し、これはそれぞれの処置ユニットに送信される。
【００１０】
　米国特許第６，８７０，４７５ Ｂ２から、ポータブル医療監視ユニットのバッテリを
充電する充電ステーションが知られており、これは、患者特有のデータの監視のために働
く。患者監視システムは、異なるポイントにおいて、多数の充電ステーションを提供し、
患者は、バッテリを充電するために、その中に監視ユニットを挿入することができる。
【００１１】
　ポータブル医療監視ユニットの患者特有のデータは、中央監視ユニットにワイヤレスに
送信することができる。
【００１２】
　米国特許第６，１８４，６５１ Ｂ１と米国特許第５，４５５，４６６とは、電子的デ
バイスのバッテリを充電するための一般的な充電ステーションを説明し、ここで、電子的
デバイスと充電ステーションとの間で、誘導性結合が発生する。
【００１３】
　本発明の背景にある問題は、少なくとも２つの医療処置ユニットと周辺デバイスの動作
の間の、信頼性と柔軟性とを増加させることである。
【発明の概要】
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【００１４】
　本発明にしたがうと、請求項１、１８、および２９の特徴とともに、この問題に対する
解決法が生み出される。好ましい実施形態は、従属請求項の主題である。
【００１５】
　患者に対する処置ユニットの割り当てと、患者に対する周辺デバイスの割り当てとの後
に、周辺デバイスが割り当てられている患者が、それに対して周辺デバイスが割り当てら
れている処置ユニットが割り当てられている患者であるとして、係員が肯定応答したとい
う事実によって、本発明にしたがった装置で、複数の医療処置ユニットと複数の周辺デバ
イスとの動作の間の、信頼性と柔軟性とが増加される。周辺デバイスと患者の正しい割り
当てが肯定応答されたという状況においてのみ、周辺デバイスがリリースされる。このこ
とは、したがって、正しい周辺デバイスが、正しい処置ユニットに割り当てられているも
のの、処置ユニットに割り当てられている周辺デバイスが、間違った患者に割り当てられ
ているという状況をなくす。
【００１６】
　周辺デバイスをリリースする手段は、周辺デバイスと患者との正しい割り当てが肯定応
答されるまで、患者特有のデータが処置ユニットに送信されず、あるいは、処置ユニット
によって、患者特有のデータが受信または評価されないように設計されることができる。
周辺デバイスをリリースする手段はまた、例えば、周辺デバイスと患者との正しい割り当
てが肯定応答されるまで、医療処置が開始できないように設計されることができる。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態では、処置ユニットに対して周辺デバイスを割り当てる手段
は、周辺デバイスの識別用のアドレスを医療処置ユニットに送る手段と、処置ユニットに
よって、周辺デバイスの識別用のアドレスを受信する手段とを含む。例えば、アドレスは
、ＭＡＣ（媒体アクセス制御）アドレスであってもよく、これは、ネットワーク中での周
辺デバイスの明確な識別のために使用される。
【００１８】
　さらに好ましい実施形態は、処置ユニットと周辺デバイスとを割り当てる手段は、周辺
デバイスを収容する手段と、周辺デバイスを収容する手段中に収容されている周辺デバイ
スを検出する手段とを含むように対応する。周辺デバイスを収容する手段は、処置ユニッ
トに明確に割り当てることができ、この割り当てを、係員によって、即座に検出すること
ができる。例えば、周辺デバイスを収容する手段は、処置ユニットの近接に配置され、ま
たは、処置ユニットのコンポーネントである。処置ユニットに対して割り当てられている
、周辺デバイスを収容する手段中に周辺デバイスが位置しているときに、処置ユニットに
対して周辺デバイスが明確に割り当てられている。
【００１９】
　周辺デバイスを収容する手段は、異なって設計されることができる。例えば、周辺デバ
イスを収容する手段は、その中に周辺デバイスが置かれる収容ユニットであってもよい。
周辺デバイスは、収容ユニット中に結合されずに置かれることができ、または、収容ユニ
ット中に固定されてもよい。
【００２０】
　収容ユニット中で周辺デバイスを検出する手段もまた、異なって設計されることができ
る。例えば、周辺デバイスを検出する手段は、機械的接触メーカーを含むことができ、こ
れとともに収容ユニット中に周辺デバイスが位置しているか否かを検出することができる
。代わりに、周辺デバイスを検出する手段は、光学または誘導性センサーを含むことがで
きる。
【００２１】
　実践において、大きな利点を提供する、特に有利な実施形態は、周辺デバイスを収容す
る手段が、周辺デバイスの電力供給用のバッテリを充電する手段を含むように対応する。
収容ユニットは、周辺デバイスのための充電ステーションとして設計されることができる
。したがって、収容ユニットは、周辺デバイスと処置ユニットとの割り当てだけでなく、
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周辺デバイスの持続的な動作もまた、確実にする。
【００２２】
　特にさらに好ましい実施形態では、収容ユニット中で周辺デバイスが検出されたときに
、周辺デバイスが、識別用のアドレスを処置ユニットに送る。したがって、周辺デバイス
の識別は、周辺デバイスが収容ユニット中に挿入される際に、完全に自動的に発生する。
しかしながら、周辺デバイスが連続的に識別アドレスを送り、収容ユニット中で処置ユニ
ットが検出された後にだけ、識別アドレスを評価することも可能である。
【００２３】
　周辺デバイスと患者とがうまく割り当てされたことは、周辺デバイスが、対応する信号
を処置ユニットに送るという事実により、周辺デバイスによって、処置ユニットに対して
信号送信されることが好ましい。この目的のために、周辺デバイスと患者との割り当てを
確認する手段は、信号を送受信する手段、特に、信号をワイヤレス伝送する手段、例えば
、無線送信機および無線受信機を含むことが好ましい。しかしながら、他のワイヤレス伝
送リンク、例えば、光学データ伝送もまた可能である。
【００２４】
　周辺デバイスが、患者を監視するための患者特有のデータが受信するときに、周辺デバ
イスが患者に対してうまく割り当てされていると決定されることが好ましく、このことは
、周辺デバイスが患者に対して接続されていることを前提とする。しかしながら、周辺デ
バイスの位置を検出する追加的なセンサー、例えば、チューブおよび／またはライン上に
接続メーカーを提供することも可能である。
【００２５】
　予め設定された時間間隔内に、処置ユニットに割り当てられており、収容ユニットから
取り除かれる周辺デバイスを、患者に対して割り当てるように、係員が促されるという事
実によって、信頼性はさらに向上する。特に好ましい実施形態では、周辺デバイスと患者
との間の割り当てを確認する手段が、周辺デバイスを収容する手段から周辺デバイスが取
り除かれた後の時間を測定する手段とともに協働するように対応する。周辺デバイスと患
者との間の割り当てを確認する手段は、周辺デバイスを患者に対して接続するために、ど
れくらいの時間が依然として残っているかを係員に知らせるために、周辺デバイスと患者
との割り当てが発生しなければならない予め設定された時間間隔中の残り時間を表示する
手段とともに協働することが好ましい。
【００２６】
　予め設定された時間間隔の経過後に、患者に対して周辺デバイスが割り当てられた場合
、周辺デバイスと患者がうまく割り当てされたことは、処置ユニットに対して信号送信さ
れない。したがって、周辺デバイス、処置ユニット、および患者の割り当てをもう一度実
行することができるように、係員は、周辺デバイスを収容ユニット中に戻すように強制さ
れる。このことは、収容ユニットから周辺デバイスが取り除かれることが、不特定の時間
に係員によって実行されることを防ぎ、これは、特にこのようなケースでは、周辺デバイ
スと患者の不正な割り当ての大きな危険があるためである。
【００２７】
　予め設定された時間間隔の経過後に、周辺デバイスを収容ユニット中に挿入し戻すよう
に促すことは、光学および／または音響信号を出力する手段とともに発生することが好ま
しく、周辺デバイスと患者との間の割り当てを確認する手段がこれを含む。処置ユニット
、周辺デバイス、および患者の割り当てを肯定応答する手段が、マニュアル入力手段、例
えば、スイッチ、プッシュボタン等を含むことが好ましい。マニュアル入力手段は、また
、非接触型で動作するセンサー、例えば誘導性スイッチ等として設計されることもできる
。
【００２８】
　本発明は、処置ユニットと患者との割り当てが、この割り当てが係員に対して明確にな
るように、患者と処置ユニットとの固定的な接続を要求するという事実に基づいている。
医療処置ユニットが、例えば血液処理装置であるケースでは、実践において、間違いをな
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くすために、処置ユニットと患者との固定的な割り当てが、血液チューブシステムによっ
て提供される。
【００２９】
　周辺デバイスは、異なるように設計することができ、また、異なる機能を有するように
設計することができる。例えば、周辺デバイスは、患者特有のデータ、例えば、血圧また
は脈拍等のような生理学的な測定された値を測定するためのデータを検出するための１つ
以上のセンサーを含むことができる。
【００３０】
　本発明の実施形態の例を、図面を参照して、以下により詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、それぞれの患者に対する、２つの周辺デバイスと処置ユニットとの間の
正しい割り当てを表す概念図を示す。
【図２】図２は、図１の装置を示し、ここで、それぞれの処置ユニットに対して割り当て
られている周辺デバイスは、間違った患者に対して割り当てられている。
【図３】図３は、医療処置ユニットと周辺デバイスの主構成部品を示す概念図である。
【図４Ａ】図４Ａは、周辺デバイスと処置ユニットとともに、患者を割り当てするシーケ
ンスを説明するフロー図を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、周辺デバイスと処置ユニットとともに、患者を割り当てするシーケ
ンスを説明するフロー図を示す。
【発明の詳細な説明】
【００３２】
　図１は、２つの医療処置ユニット１、１’、例えば、体外の血液循環路を備える体外の
血液処理装置を示す。患者２、２’は、それぞれの措置ユニット１、１’に接続されてい
る。体外の血液処置のケースでは、患者２、２’は、静脈と動脈チューブライン３、４；
３’、４’を介して、血液処理装置１、１’に接続されている。このようにして、患者と
処置ユニットとの間の固定割り当てが行われる。さらに、周辺デバイス５、５’、例えば
、血圧モニタが、それぞれのケースにおいて、２人の患者２、２’に割り当てられる。
【００３３】
　周辺デバイス５、５’が患者の肉体的機能、例えば、血圧または脈拍を監視し、それに
対して患者が接続されている、それぞれの処置ユニットに対して生理学的データを送信す
る。
【００３４】
　図１は、一方での周辺デバイスおよび患者と、他方での周辺デバイスおよび処置ユニッ
トとの正しい割り当てを示し、また、図２は、周辺デバイスおよび患者と、周辺デバイス
および処置ユニットとの、それぞれ、不正な割り当てを示す。不正な割り当てのケースで
は、処置ユニット１が、患者２’の周辺デバイス５’のデータを受け取っているが、患者
２’は、処置ユニット１ではなく、処置ユニット１’に接続されている。
【００３５】
　本発明にしたがった装置は、少なくとも２つの医療処置ユニットと、周辺デバイスとを
含む。処置ユニットと周辺デバイスの個別のコンポーネントとともに、処置ユニット、周
辺デバイス、および患者の割り当てに対する個別のステップは、図３、および４Ａ、４Ｂ
を参照して、以下に説明する。
【００３６】
　周辺デバイス５、例えば、血圧モニタは、単に患者を監視するためのものとして概略的
に示した、さまざまなセンサー６、例えば、血圧または脈拍を測定するためのセンサーを
有する。それぞれの処置ユニット１との２方向性通信のために、周辺デバイス５は、信号
を送受信するための手段７、特に、無線送信機／受信機７を有する。しかしながら、デー
タ伝送はまた、周辺デバイスから処置ユニットに対する方向にだけ発生してもよい。充電
可能なバッテリ８（蓄電池）は、周辺デバイスのバッテリ供給のために働く。
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【００３７】
　さらに、周辺デバイス５は、手段１９を有し、手段１９とともに、周辺デバイスを割り
当てられている患者が、周辺デバイスが割り当てられている、処置ユニットが割り当てら
れている患者であることを、係員が肯定応答できる。これらの手段は、マニュアル入力の
手段であることが好ましく、特に、プッシュボタン１９である。
【００３８】
　処置ユニット１、例えば、体外の血液循環路を備える血液処理装置は、さまざまなコン
ポーネント９を有し、患者２の処置のための、概念的にのみ表した、さまざまなコンポー
ネント９、例えば、人工透析器、ポンプ等を有する。患者２は、血液処理装置１に対して
、例えば、静脈および動脈血液配管３、４を介して、固定的に接続される。患者と処置ユ
ニットとの間の固定的な割り当ては、このように生成される。
【００３９】
　それぞれの周辺デバイス５との通信のために、処置ユニット１は、信号を送受信するた
めの手段１０、特に、２方向性データ送信のための無線送信機／受信機１０を有する。周
辺デバイス５と処置ユニット１との間のデータ送信は、このように無線によって発生し、
ここで、データ送信のために要求される送信機、受信機とともに、インターフェースは、
一般的に、当業者に知られている。
【００４０】
　処置ユニット１は、さらに、光学および／または音響アラーム出力器１２と、ディスプ
レイユニット１３とを有する。
【００４１】
　収容ユニット１４が、血液処置ユニット１に属していることを、係員が即座に検出でき
るように、収容ユニット１４は、それぞれの処置ユニット１に対して固定的に割り当てら
れている。収容ユニット１４は、充電ステーションとして設計されている。これは、電力
供給のための手段１５、特に電力パックを含み、電力パックで、周辺デバイスが収容ユニ
ットに挿入されるときに、周辺デバイスのバッテリ８を充電することができる。
【００４２】
　電力パック１５と、バッテリ８との間の電子的接続は、適切なプラグイン接続１１また
は誘導性結合を介して、発生することができる。
【００４３】
　周辺デバイス５および／または収容ユニット１４は、周辺デバイスが収容ユニット中に
挿入されたか否かを検出する手段１６を有する。これらの手段は、例えば、電子的接続メ
ーカーであってもよく、周辺デバイスまたは収容ユニット上のいずれかに、または両方の
デバイス上に提供される。
【００４４】
　処置ユニットと、周辺デバイスの機能を、図３、および４Ａ、４Ｂを参照することによ
って詳細に説明する。
【００４５】
　患者と処置ユニットの固定割り当てが生み出されるそれぞれのケースにおいて、係員に
よってこのことが即座に理解されることができるように、患者が処置ユニット１、例えば
、外部血液処理装置に対して、静脈および動脈血液配管３、４を介して接続されることが
仮定される。ここで、係員は、処置ユニットに属している周辺デバイスを、それぞれの患
者に接続するタスクを有している。
【００４６】
　それぞれの周辺デバイス５は、収容ユニット１４に最初に挿入され、これは、それぞれ
の処置ユニット１に割り当てられている。このようにして、係員は、周辺デバイスを処置
ユニットに対して割り当てている。
【００４７】
　手段１６は、周辺デバイスが、収容ユニット１４中に位置していることを検出する。こ
のことは、手段１６によって、ステータス信号で信号送信される。周辺デバイス５が、収
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容ユニット１４中に位置している一方で、バッテリが充電されるように、電力パック１５
とバッテリ８との間で電気的接続が生み出される。
【００４８】
　処置ユニット１は、周辺デバイスが収容ユニット中に位置していることを示すステータ
ス信号が、生成されているか否かを連続的に照会する。このケースでは、周辺デバイス５
の無線送信機／受信機７は、周辺デバイスの識別用のアドレス、例えば、ＭＡＣアドレス
を処置ユニット１に送り、処置ユニット１は、無線送信機／受信機１０によって、ＭＡＣ
アドレスを受信する。このようにして、処置ユニット１は、周辺デバイス５を識別してい
る。
【００４９】
　ＭＡＣアドレスの交換による周辺デバイスの識別のために、信号のワイヤレス伝送のケ
ースでは、比較的短距離の送信／受信手段で使用が行われることが好ましい。送信／受信
手段の距離が、周辺デバイスと、それぞれの収容ユニットを有する処置ユニットとの間の
間隔より大きくない場合、周辺デバイスが、それ“自身の充電シェル”とだけ通信するこ
とを確実にすることができる。この目的のために、送信手段は、それらの範囲を制限する
ことができる。しかしながら、一方で、患者特有の信号の送信のための個別の送信／受信
手段を、他方で、周辺デバイスの識別用のＭＡＣアドレスを提供することも可能である。
例えば、誘導性データ送信のための送信／受信手段もまた、識別のために使用されてもよ
く、前記手段は、充電セル中に提供される誘導性バッテリ充電デバイスの一部である。
【００５０】
　周辺デバイスの識別の後、係員は、識別された周辺デバイス５を患者に割り当てなけれ
ばならず、患者は、識別された周辺デバイスを有する処置ユニット１に接続されている。
この目的のために、係員は、収容ユニットから、周辺デバイスを取りださなければならな
い。
【００５１】
　周辺デバイスが依然として収容ユニット中に位置しているか否かをチェックするために
、定期的な監視が実行される。係員が、収容ユニットから周辺デバイスを取り出すとき、
このことは、手段１６によって即座に検出され、このことは、係員が収容ユニットから周
辺デバイスを取り除いたことを示すステータス信号を生成させる。このステータス信号は
、処置ユニットに送られることになり、処置ユニットがステータス信号を受信する。収容
ユニットから周辺デバイスを取り除いたことのステータス信号の受信に伴い、処置ユニッ
トは、周辺デバイスを取り除いた後に経過した時間を測定するための手段（タイマー）１
８を開始させる。
【００５２】
　ここで、係員は、予め設定された時間間隔内に、周辺デバイスを患者に接続しなければ
ならない。予め設定された時間間隔中の残っている時間が、処置ユニット１のディスプレ
イユニット１３上に、係員に対して表示される。
【００５３】
　係員が、周辺デバイスを患者に装着させ、周辺デバイスを起動させるとき、周辺デバイ
スのセンサー６は、患者の血圧および脈拍のような生理学的な測定値を受け取る。センサ
ー６から受信された信号は、周辺デバイスの患者に対する割り当てをチェックするために
、手段２０によって評価される。このイベントは、周辺デバイス５の手段２０によって、
周辺デバイスが、周辺デバイスが患者に対してうまく割り当てされたというステータス信
号を、処置ユニット１に対して送っているという事実によって、信号送信される。
【００５４】
　処置ユニットは、予め設定された時間間隔の間に、周辺デバイスが患者に対してうまく
割り当てされたというステータス信号が、受信されたか否かを連続的にチェックする。周
辺デバイスと患者とがうまく割り当てされたというステータス信号が受信される前に、予
め設定された時間間隔が経過した場合、処置ユニットは、アラーム出力器１２で、光学お
よび／または音響アラーム信号を出力し、これに伴って、係員は、周辺デバイスを収容ユ
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ニットに配置し戻すように促される。同時に、または、代わりに、対応する表示がまた、
ディスプレイユニット１３において生成されてもよい。上に説明したルーチンが、再度開
始する。
【００５５】
　しかしながら、周辺デバイスと患者がうまく割り当てされたというステータス信号が受
信された場合、処置ユニットのディスプレイユニット１３（ディスプレイ）上に、肯定応
答ボタン１９を押すように係員を促す指示が現れる。処置ユニットは、ボタン１９が押さ
れるまで待機する。
【００５６】
　ここで、係員は、周辺デバイス５が接続されている患者２が、処置ユニット１が接続さ
れている患者であるか否かを確かめなければならず、ここで、収容ユニット１４によって
、処置ユニット１に対して、周辺装置が割り当てられている。このケースの場合には、係
員は、肯定応答ボタン１９を押し、これは、周辺デバイスに提供される。係員による肯定
応答に対する信号が、処置ユニットに送られ、処置ユニットは、ステータス信号を受信す
る。
【００５７】
　しかしながら、肯定応答ボタンが、処置ユニット上に位置していることも可能である。
そうすると、周辺デバイスと患者との割り当ての肯定応答を、処置ユニットに送る必要は
なくなる。
【００５８】
　ここで、処置ユニット１は、係員が、予め設定された時間間隔内にボタン１９を押すこ
とによって、周辺デバイスと患者との正しい割り当てを肯定応答したか否かをチェックす
る。
【００５９】
　処置ユニット１は、手段１７を有し、これに伴って、周辺デバイスがリリースされる。
予め設定された時間間隔内に、肯定応答ボタン１９が押されるケースにおいてのみ、手段
１７は、周辺デバイスから、処置ユニットに、無線送信機／受信機７、１０で、患者特有
のデータが送信されるように、周辺デバイスをリリースする。手段１７はまた、処置もリ
リースしなければならない。ここで、処置プログラムを、開始することができる。
【００６０】
　上に説明した手段は、個別のモジュールを形成できるが、実際には、手段は、マイクロ
プロセッサのコンポーネントであり、これは、一般的に、処置ユニットと周辺デバイス中
に何らかの方法で提供される。
【００６１】
　図面を参照して説明した実施形態において、個別の手段がそれぞれのケースにおいて、
血液処理ユニットに割り当てられており、個別の手段がそれぞれのケースにおいて、周辺
デバイスに割り当てられている。しかしながら、血液処理ユニットに割り当てられている
手段はまた、周辺デバイスに対して割り当てられることもできる。例えば、患者と処置ユ
ニットとの割り当ての肯定応答のための手段は、周辺デバイス上にではなく、処置ユニッ
ト上に提供されることもできる。光学および／または音響アラームを出力する手段は、処
置ユニットの代わりに、周辺デバイス上に提供されることもできる。
【００６２】
　図面は、周辺デバイスと処置ユニットの装置を示しているが、周辺デバイスと処置ユニ
ットとは、説明したモジュールを有する独立したデバイスであることが、説明から理解さ
れるだろう。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］少なくとも２つの医療処置ユニットと、少なくとも２つの周辺デバイスとを具備す
る装置において、
　前記少なくとも２つの医療処置ユニットのうちの１つの医療処置ユニット（１）と、前
記少なくとも２つの周辺デバイスのうちの１つの周辺デバイス（５）とが、患者に対して
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割り当てられることになり、前記患者に対して割り当てられることになる周辺デバイスは
、前記患者に対して割り当てられることになる医療処置ユニットに対して割り当てられる
ことになり、
　前記周辺デバイスと前記処置ユニットは、
　患者に対して前記処置ユニットを割り当てる手段（３，４）と、
　前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てる手段（７，１０，１４，１６
）と、
　前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）と、
　前記周辺デバイスが割り当てられている患者が、前記周辺デバイスの割り当てられてい
る前記処置ユニットが割り当てられている患者であることを肯定応答する手段（１９）と
、
　前記周辺デバイスと前記患者との正しい割り当てが肯定応答されたという条件において
のみ、前記周辺デバイスをリリースする手段（１７）と
を備えることを特徴とする装置。
［２］前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てる手段は、前記周辺デバイ
スの識別用のアドレスを前記医療処置ユニットに送る手段（７）と、前記処置ユニットに
よって、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信する手段（１０）とを含むことを特
徴とする、上記［１］の装置。
［３］前記処置ユニットに対して周辺デバイスを割り当てる手段は、周辺デバイスを収容
する手段（１４）と、前記周辺デバイスを収容する手段中に収容されている周辺デバイス
を検出する手段（１６）とを含むことを特徴とする、上記［１］または［２］の装置。
［４］前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、その中に周辺デバイスが置かれる収
容ユニットであることを特徴とする、上記［３］の装置。
［５］前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、前記周辺デバイスの電力供給用のバ
ッテリ（８）を充電する手段（１５）を含むことを特徴とする、上記［３］または［４］
の装置。
［６］前記周辺デバイスの検出後に、前記周辺デバイス（５）が、識別用のアドレスを前
記処置ユニットに送り、前記処置ユニット（１）が、前記周辺デバイスの前記識別用のア
ドレスを受信するように、
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）と、前記周辺デバイスを収容する手段中に収
容されている周辺デバイスを検出する手段（１６）とは、前記周辺デバイスの前記識別用
のアドレスを前記医療処置ユニットに送る手段（７）と、前記処置ユニットによって、前
記周辺デバイスの前記識別用のアドレスを受信する手段（１０）とともに協働することを
特徴とする、上記［３］ないし［５］のいずれかの装置。
［７］前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段は、前記患者に
対して前記周辺デバイスがうまく割り当てられた後に、前記医療処置ユニットに対して信
号を送る手段（７）と、前記処置ユニットによって、前記信号を受信する手段（１０）と
を含むことを特徴とする、上記［１］ないし［６の］いずれかの装置。
［８］前記送受信手段（７，１０）は、信号をワイヤレス伝送する手段を含むことを特徴
とする、上記［７］の装置。
［９］前記送受信手段（７，１０）は、無線送信機と無線受信機とを含むことを特徴とす
る、上記［８］の装置。
［１０］前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、
前記周辺デバイスが、前記患者を監視するための患者特有の信号を受信しているか否かを
チェックする手段を含み、これによって、患者特有のデータが受信されたときに、前記周
辺デバイスが前記患者に対してうまく割り当てられていると決定されることを特徴とする
、上記［１］ないし［１０］のいずれかの装置。
［１１］前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、
前記患者特有のデータが受信されたときに、予め設定された時間間隔内に前記患者に対し
て前記周辺デバイスが割り当てられているときにだけ、前記周辺デバイスと患者とがうま



(13) JP 5535899 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

く割り当てられていると決定されるように、前記周辺デバイスを収容する手段（１４）か
ら前記周辺デバイスが取り除かれた後の時間を測定する手段（１８）とともに協働するこ
とを特徴とする、上記［１０］の装置。
［１２］前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、
前記周辺デバイスと前記患者の割り当てが発生しなければならない予め設定された時間間
隔中の残り時間を表示する手段（１３）とともに協働することを特徴とする、上記［１１
］の装置。
［１３］前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、
光学および／または音響信号を出力する手段（１２）とともに協働し、
　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）から前記周辺デバイスが取り除かれた後、予
め設定された時間間隔内に、前記周辺デバイス（５）が処置ユニット（１）に対してうま
く割り当てられなかった場合に、光学および／または音響信号が出力されるように、前記
手段が設計されていることを特徴とする、上記［１１］または［１２］の装置。
［１４］前記患者と前記処置ユニットとの割り当てを肯定応答する手段（１９）が、マニ
ュアル入力手段を含むことを特徴とする、上記［１］ないし［１３］のいずれかの装置。
［１５］前記患者に対して前記処置ユニットを割り当てる手段（３，４）は、前記医療処
置ユニットに対して前記患者を接続するためのチューブおよび／またはラインのシステム
を含むことを特徴とする、上記［１］ないし［１４］のいずれかの装置。
［１６］前記処置ユニット（１）は、体外の血液循環路を備える血液処理装置であること
を特徴とする、上記［１］ないし［１５］のいずれかの装置。
［１７］前記周辺デバイス（５）は、患者の生理学的データを測定する少なくとも１つの
センサー（６）を備えることを特徴とする、上記［１］ないし［１６］のいずれかの装置
。
［１８］上記［１］ないし［１７］のいずれかの装置において使用する周辺デバイス。
［１９］前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てることができ、前記患者
に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックすることができるように、前記周辺デバ
イスが設計されており、これによって、前記周辺デバイスが割り当てられている患者が、
前記周辺デバイスの割り当てられている前記処置ユニットが割り当てられている患者であ
ることを肯定応答することができ、前記周辺デバイスと前記患者との正しい割り当てが肯
定応答されたという条件においてのみ、前記周辺デバイスがリリースされることを特徴と
する、上記［１８］の周辺デバイス。
［２０］前記周辺デバイスは、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを前記医療処置ユニ
ットに送る手段（７）を有することを特徴とする、上記［１８］または［１９］の周辺デ
バイス。
［２１］前記周辺デバイスを収容する手段中に収容されている周辺デバイスを検出した後
に、前記周辺デバイスが、前記識別用のアドレスを前記処置ユニットに送るように、前記
周辺デバイスの前記識別用のアドレスを送る手段（７）が設計されていることを特徴とす
る、上記［２０］の周辺デバイス。
［２２］前記周辺デバイスは、前記周辺デバイスが前記患者に対してうまく割り当てられ
た後に、前記医療処置ユニットに信号を送る手段（７）を有することを特徴とする、上記
［１８］ないし［２１］のいずれかの周辺デバイス。
［２３］前記送信手段（７）は、信号をワイヤレス伝送する手段を含むことを特徴とする
、上記［２０］ないし［２２］のいずれかの周辺デバイス。
［２４］前記送信手段（７）は、無線送信機を含むことを特徴とする、上記［２３］の周
辺デバイス。
［２５］前記周辺デバイスは、前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェック
する手段（２０）を有し、前記手段（２０）は、前記患者を監視するための患者特有の信
号を、前記周辺デバイスが受信しているか否かをチェックする手段を含み、これによって
、患者特有のデータが受信されたときに、前記周辺デバイスが前記患者に対してうまく割
り当てられていると決定されることを特徴とする、上記［１８］ないし［２４］のいずれ
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かの周辺デバイス。
［２６］前記患者に対する前記周辺デバイスの割り当てをチェックする手段（２０）は、
前記患者特有のデータが受信されたときに、予め設定された時間間隔内に、前記患者に対
して前記周辺デバイスが割り当てられているときにだけ、前記周辺デバイスと患者とがう
まく割り当てられていると決定されるように、前記周辺デバイスを収容する手段から前記
周辺デバイスが取り除かれた後の時間を測定する手段（１８）とともに協働することを特
徴とする、上記［２５］の周辺デバイス。
［２７］前記周辺デバイスは、前記患者と前記処置ユニットの割り当てを肯定応答する手
段（１９）を有し、前記手段（１９）は、特にマニュアル入力手段として設計されている
ことを特徴とする、上記［１８］ないし［２６］のいずれかの周辺デバイス。
［２８］前記周辺デバイスは、前記患者の生理学的データを測定する少なくとも１つのセ
ンサー（６）を有することを特徴とする、上記［１８］ないし［２７］のいずれかの周辺
デバイス。
［２９］上記［１］ないし［１７］のいずれかの装置において使用する処置ユニット。
［３０］前記処置ユニットに対して前記周辺デバイスを割り当てることができ、患者に対
する前記周辺デバイスの割り当てをチェックすることができるように、前記処置ユニット
が設計されており、これによって、前記周辺デバイスが割り当てられている患者が、前記
周辺デバイスの割り当てられている前記処置ユニットが割り当てられている患者であるこ
とを肯定応答することができ、前記周辺デバイスと前記患者との正しい割り当てが肯定応
答されたという条件においてのみ、前記周辺デバイスがリリースされることを特徴とする
、上記［２９］の処置ユニット。
［３１］前記処置ユニットは、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを送る手段（１０）
を有することを特徴とする、上記［２９］または［３０］の処置ユニット。
［３２］前記処置ユニットは、周辺デバイスを収容する手段（１４）と、前記周辺デバイ
スを収容する手段中に収容されている周辺デバイスを検出する手段（１６）とを有するこ
とを特徴とする、上記［２９］ないし［３１］のいずれかの処置ユニット。
［３３］前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、その中に周辺デバイスが置かれる
収容ユニットであることを特徴とする、上記［３２］の処置ユニット。
［３４］前記周辺デバイスを収容する手段（１４）は、前記周辺デバイスの電力供給用の
バッテリ（８）を充電する手段（１５）を含むことを特徴とする、上記［３２］または［
３３］の処置ユニット。
［３５］前記周辺デバイスを収容する手段（１４）中に収容されている周辺デバイスを検
出した後に、前記処置ユニットが、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信するよう
に、前記周辺デバイスの識別用のアドレスを受信する手段（１０）が設計されていること
を特徴とする、上記［３１］ないし［３４］のいずれかの処置ユニット。
［３６］前記受信手段（１０）は、信号をワイヤレス伝送する手段を含むことを特徴とす
る、上記［３１］ないし［３４］のいずれかの処置ユニット。
［３７］前記受信手段（１０）は、無線受信機を含むことを特徴とする、上記［３６］の
処置ユニット。
［３８］前記処置ユニットは、前記周辺デバイスが取り除かれた後の時間を測定する手段
（１８）を有し、前記患者特有のデータが受信されたとき、予め設定された時間間隔内に
、前記患者に対して前記周辺デバイスが割り当てられているときにだけ、前記周辺デバイ
スと患者とがうまく割り当てられていると決定されるように、前記手段が前記周辺デバイ
スを収容する手段（１４）とともに協働することを特徴とする、上記［３２］ないし［３
７］のいずれかの処置ユニット。
［３９］前記処置ユニットは、前記周辺デバイスと前記患者との割り当てが発生しなけれ
ばならない予め設定された時間間隔中の残り時間を表示する手段（１３）を有することを
特徴とする、上記［３８］の処置ユニット。
［４０］前記処置ユニットは、光学および／または音響信号を出力する手段（１２）を有
し、
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　前記周辺デバイスを収容する手段（１４）から前記周辺デバイスが取り除かれた後、予
め設定された時間間隔内に、前記周辺デバイス（５）が処置ユニット（１）にうまく割り
当てられなかった場合、光学および／または音響信号が出力されるように、前記手段が設
計されていることを特徴とする、上記［３８］または［３９］の処置ユニット。
［４１］前記処置ユニット（１）は、体外の血液循環路を備える血液処理装置であること
を特徴とする、上記［２９］ないし［４０］のいずれか１項の処置ユニット。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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